別記様式第3号(第5条関係)
第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

美唄市長





市税の滞納による行政サービス等の利用取消し予告について

　　　　　年　　月　　日利用開始した　　　　　　　　　　　　について、美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例第6条の規定により、　　月　　日市税の納付状況について確認した結果、下記のとおり市税の滞納が確認されました。
滞納となっている市税がこの状態のまま継続されると、指定期日をもって利用の取消しを行うことになりますので、至急未納となっている税を全額納付するか、全額の納付が困難な場合には納税相談にご来庁ください。
なお、この通知と行き違いに滞納している市税を納付された場合には、ご容赦いただき、至急ご連絡くださいますようお願いいたします。

　
記


1　市税の滞納により取消しを予告する行政サービス名
　　　名　　　称

2　取消しを予定する期日
　　　　　　　年　　月　　日

3　滞納となっている市税
　　　　　　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　円　　内訳
　　　　　　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　円　　内訳
　　　　　　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　円　　内訳


4　納税相談期限　　　　　　　　年　　月　　日（　）～　　月　　日（　）午後5時まで

5　納税相談場所　　　　美唄市役所
※　・この用紙を持参ください。
・事前に相談予定をご連絡ください。
　　


